
弊社では、必要な調査を適正価格でご提供します
●お気軽にお問い合わせください●

株式会社エコワークリサーチ＆コンサルティング
名古屋市中区丸の内 3丁目 5-10　名古屋丸の内ビル 8F

TEL 052-717-6618
E-mail  eco.work.research@gmail.com

遺言書筆跡鑑定

相続資産調査

DNA鑑定

強い効力を持つ遺言書の真贋鑑定

被相続人の資産確認と財産目録の作成

血縁関係の確認

特別受益算定調査 相続財産を独り占めにする事は、出来ません！

調
査

法的には、行方不明者でも、相続人として権利を有します。兄弟が多くその兄弟の生死も分から

ない場合や、離婚前の子供や婚外子の存在など、実際の相続人が不知の場合は、亡くなった方の

戸籍を全て取得し、調査する必要があります。

知らない相続人が現れたので、血縁関係を確認したい。

長男だからという理由で独り占めしたり、一緒に住んで親の面倒を見ていたから財産は全て自分のものと

勘違いしているケースでの返還請求のための調査。

どんな財産があり、その財産はそれぞれどれくらいの価値があるのかを把握しなければ、相続人の

間で正しく分割することはできません。その財産の評価をまとめた物が「財産目録」です。

正しく遺産分割するため、また不要なトラブルを避けるためには、財産目録を作成する事は重要です。

法的には、行方不明者でも、相続人として権利を有します。兄弟が多くその

兄弟の生死も分からない場合や、離婚前の子供や婚外子の存在など、実際の

相続人が不知の場合は、亡くなった方の戸籍を全て取得し、調査する必要が

あります。

不通相続人探し 連絡が不通な法定相続人の実態確認

5 万円～

3万円～

20万円～

15万円～

5万円～

相続関係
大丈夫ですか？
あなたは、


